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公立大学法人広島市立大学債権管理規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 64 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人広島市立大学（以下「法人」という。）の債権の

適正を期するため、法令及び他の法人の規程等に定めるもののほか、法人の債権

の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において「債権」とは、法人から役務又は財貨の提供を受け、そ

の対価としての金銭の給付を目的とする法人の権利のうち、管理を必要とするも

のをいう。ただし、発生と同時に消滅するものは、除くものとする。 

２ この規程において「債権の管理に関する事務」とは、法人の業務によって生じ

る債権に係る調査、請求、督促、保全等の業務に関する事務をいう。 

 （債権管理事務の総括） 

第３条 債権管理に関する事務は、公立大学法人広島市立大学会計規則（平成22年

公立大学法人広島市立大学規則第５号）第16条に規定する経理責任者が総括する

ものとする。 

 （帳簿） 

第４条 経理責任者は、債権を管理するため、帳簿を備え、債権の発生から消滅ま

での間、次に掲げる事項を管理しなければならない。 

 ⑴ 債務者の住所及び氏名 

 ⑵ 債権金額 

 ⑶ 債権発生日 

 ⑷ 債権の発生事由 

 ⑸ 債権の種類 

 ⑹ 履行期限 

 ⑺ 入金日 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、債権を管理するために必要な事項 

 （履行の請求） 

第５条 経理責任者は、債権の発生後、速やかに債務者に債務の履行を請求しなけ

ればならない。 
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２ 前項の規定による請求の方法は、書面又は口頭によるものとする。 

 （督促） 

第６条 経理責任者は、前条の規定により履行の請求をした債権のうち、履行期限

を経過してもなおその全部又は一部が履行されないもの（以下「滞留債権」とい

う。）がある場合は、督促を行わなければならない。 

２ 前項の督促の方法は、書面又は口頭によるものとする。 

 （債権の保全） 

第７条 経理責任者は、必要に応じて、担保の提供を求め、又は保証人の設定を求

めることができる。 

 （保証人に対する請求等） 

第８条 経理責任者は、保証人を設定した場合において、債務者が第６条第１項の

規定による督促を行ってもなおその全部又は一部を履行しないときは、保証人に

対し履行を請求するものとする。 

２ 保証人に対して履行を請求するときは、当該保証人の住所及び氏名並びに請求

に係る理由を記載した書面を送付するものとする。 

 （債権の消滅） 

第９条 経理責任者は、債権に係る金銭の収納があったときは、当該債権の内容を

確認し、債権消滅の処理を行わなければならない。 

 （滞留債権の管理） 

第１０条 経理責任者は、毎月、滞留債権の調査を行うものとする。 

２ 経理責任者は、半期ごとに、滞留債権の内容と今後の回収計画を、理事長に報

告するものとする。ただし、滞留債権の状況により必要と認めるときは、随時に

理事長に報告を行うものとする。 

 （債権の保全手続等） 

第１１条 経理責任者は、第６条第１項に規定する督促又は第８条第１項に規定す

る請求をした後、相当の期間を経過してもなお債務が履行されないときは、次に

掲げる措置をとることができる。 

 ⑴ 担保の付されている債権については、当該債権の内容に従い、競売その他の

担保権の実行の手続をとること。 

 ⑵ 債務名義のある債権については、強制執行の手続をとること。 

 ⑶ 前２号に該当しない債権については、訴訟手続により履行を請求すること。 
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 （債権放棄） 

第１２条 経理責任者は、履行期限を１年以上経過した債権が次の各号のいずれか

に該当するときは、理事長の承認を得て、債権放棄の手続を行うことができる。 

 ⑴ 債務者が行方不明等により債権回収の見込みがないもの 

 ⑵ 債権額が、債権回収に要する経費を大幅に下回ると認められるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、除籍処分を行った学生に対する入学料又は授業料に

係る債権については、債権放棄に係る理事長の承認があったものとして債権放棄

の手続をすることができる。 

 （償却処理） 

第１３条 経理責任者は、前条の規定により債権放棄をしたときは、債権残高の償

却処理を行わなければならない。 

 （遅延利息） 

第１４条 滞留債権に対しては、債務者の責めに帰すべき理由によらないと認めら

れる場合を除き、その債権残高 (１件 2,000 円未満のものを除く。 )に対し民

法(明治29年法律第89号)第404条に規定するところにより計算した金額をその履

行期限の翌日から支払をした日までの遅延日数に応じて債務者に請求すること

ができる。ただし、契約書等により別に定める場合は、この限りでない。 

２ 遅延利息の計算においては、計算した遅延利息の額に100円未満の端数がある場

合は切り捨てるものとし、計算した遅延利息の額が1,000円未満であるときは債

務者にその請求を行わないものとする。 

３ 理事長は、次に掲げる債権については、遅延利息を免除することができるもの

とする。 

 ⑴ 入学料 

 ⑵ 授業料 

 ⑶ 学生寮使用料 

 ⑷ 国際学生寮使用料 

４ 債務者からの債務の支払について、遅延利息が発生している場合は、先に元本

の支払に充てるものとする。 

 （端数計算） 

第１５条 債権又は債務の金額の端数計算については、原則として、国等の債権債

務等の金額の端数計算に関する法律（昭和25年法律第61号）に規定する計算方法
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により処理するものとする。 

 （委任） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


